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やまなし⼦ども･⼦育て応援共同宣⾔ 

富士山、八ヶ岳、南アルプスなど雄大な山々の麓にある、四季

折々の美しい景観や水と緑にあふれる豊かな自然の中で、山梨県

の未来を担う子どもたちが、自らを大切に思う気持ちと他者を思い

やる心をはぐくみ、夢や希望を持って、健やかに成長していくことは、

県民すべての願いであります。 

子どもたちを取り巻く環境は大きく変化し、いじめや虐待、貧困な

どの問題は、山梨県の未来に大きな影響を与えることが懸念され

ています。 

子どもたちの将来が、生まれた家庭の状況や育った環境によって

左右されることのないよう、子育ては社会全体で取り組む気運の醸

成が必要であり、地域における継続的な支援が求められています。 

それと同時に、お父さん、お母さんをはじめ、子育てを担うすべて

の人が子育てしながら働きやすい環境を整備することも必要です。 

このような認識のもと、私たちは、豊かな自然や県民相互の強い

絆を生かし、山梨県に住むすべての子どもを山梨県の子として育て

はぐくむとともに、子育て環境の充実を図り、「子どもの健やかな成

長」が最大限に実現される社会を構築するため、『やまなし子ども･

子育て応援県民会議』を設立いたします。そして、参画団体及び参

画団体に加盟する企業、団体等自らが子ども・子育て支援の取組

を自主的・主体的に行うとともに、相互に連携・協働し、大きな広が

りを持った県民運動として、子どもや子育て世代を応援する取組を

推進していくことを宣言いたします。 
 

令和 2 年 11 月 19 日 
 

                         やまなし子ども･子育て応援県民会議 
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団体等名 山梨労働局 

所在地 甲府市丸の内 1－1－11 

電話番号 ０５５-２２５-２８５１ 

ホームページ

ＵＲＬ 
https://jsite.mhlw.go.jp/yamanashi-roudoukyoku/home.html 

 

子ども･子育て応援宣言 

 

お父さん・お母さんのための仕事と育児の両立を支援しています 

 

子ども･子育て支援の主な取組（令和２年度） 

○働きながら安心して出産を迎え、育児を行うための周知・相談・支援 

◇男女雇用機会均等法：母性健康管理措置（妊産婦検診受診のための必要な時間の確

保、医師等からの指導事項を守るための必要な措置）、解雇の無効（妊娠中・産後１

年以内） 

◇労働基準法：時間外労働・休日労働・深夜業の制限、軽易業務転換、産前休業、産

後休業、育児時間、危険有害業務の就業制限、解雇制限（産休中とその後 30 日間） 

◇育児・介護休業法：育児休業、短時間勤務、所定外労働の制限、時間外労働、深夜

業の制限、子の看護休暇、不利益取扱いの禁止、ハラスメントの防止 

 

○仕事と家庭が両立できる職場環境を作るための企業の取組を支援 

◇くるみん認定・プラチナくるみん認定（次世代育成支援対策推進法） 

⇒仕事と子育ての両立を積極的にサポートする企業等を認定 

◇両立支援助成金 

  ⇒仕事と家庭を両立させるための取組を行う事業主等に対する助成 

 ◇イクメン・イクボスプロジェクト 

  ⇒育児を積極的に行う男性「イクメン」を応援し、男性の仕事と育児の両立を推進

するプロジェクト 

 

 

その他（子ども･子育て施策に関する意見・提言 など） 

○厚生労働省山梨労働局では仕事と家庭が両立できるように様々な支援や情報を

提供しています。 
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団体等名  山梨県 （やまなし子ども・子育て応援県民会議事務局） 

所在地  甲府市丸の内一丁目 6 番 1 号 

電話番号  055-223-1456  （子育て支援推進本部） 

ホームページ 
ＵＲＬ  https://www.pref.yamanashi.jp/ 

 

子ども･子育て応援宣言 
 

社会全体で 『子育てしやすさ日本一』 実現のための取組を行います！ 
 

子ども･子育て支援の主な取組（令和２年度） 

○ 『やまなし子ども･子育て応援県民会議』の設立（令和２年１１月～） 

※ 社会全体で、子ども・子育て支援に取り組む機運の醸成を図るとともに、子育て

環境の充実を図り、山梨県に住むすべての子どもの健やかな成長が最大限に実現さ

れる社会を構築することを目的として、保育・教育関係者をはじめ、経済界やＮＰ

Ｏ、関係団体などで構成する県民会議を設立 

○ 『ＷＥ ラブ 赤ちゃんプロジェクト』の実施（令和２年７月～） 

※ 公共の場で泣き出してしまった赤ちゃんを一生懸命あやすママパパたちに「泣い

てもさよぉ！」と温かく見守る活動を展開（公共施設等へのポスター掲示、賛同店

舗等へのステッカー配布） 

○ 来庁者や職員が利用できる『庁内託児所』の設置（令和２年８月～） 

※ 県庁に用事があって来庁される方及び県職員の生後６ヶ月から小学校就学前ま

での子どもの一時預かり施設を整備（来庁者の利用は無料） 

○ 『学校行事参加休暇』、『不妊治療休暇』の創設（令和２年４月～） 

※ 授業参観､入学式等参加： 年２日（子３人以上年３日）以内 

※ 不妊治療： 年６日以内 

○ 『子どものこころサポートプラザ』の開設（令和２年４月～） 

※ 児童心理治療施設、発達障害者支援センター、児童相談所、特別支援学校を一体

的に整備した全国初の総合拠点 

○ 『産前産後ケアセンター』の利用助成制度拡充（令和２年４月～） 

※ 多胎児の母親の利用料の負担を軽減（県・市町村事業） 

○ 『ＣＤＲ（チャイルド･デス･レビュー）体制整備事業』の実施（令和２年度～） 

※ 子ども達にとってより安全で安心な世の中を目指すため、多くの機関（病院、県、

市町村、警察等）が情報や意見を持ち寄り、予防のための子どもの死亡検証を実施 

○ 『山梨えるみん』認定制度（令和元年１０月～） 

※ 国の「えるぼし」認定や「くるみん」認定取得の足がかりとなるよう、県が仕事

と子育ての両立支援など女性活躍推進に取り組む企業を独自認定 

 

その他（子ども･子育て施策に関する意見・提言 など） 

○ 県では、 『子育てしやすさ日本一』を目指す中で、県民の皆さまが心に描く将来

像や希望を実現していくためのパートナーとして、県民の皆さまの幅広い声をお聴

きしてまいります。 
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「子育てしやすさ日本一」の推進 －令和元年度以降の主な取り組み－ ⼭梨県

社会全体で
子どもや子育てを応援

子どもや
子育て
を支援

子どもが欲しい
という希望
の実現

子どもの
健やかな成⻑
を支援

子育て世代
への支援

社➤⼭梨県子育て支援推進本部の設置
新・社➤子どもや子育て世代を社会全体で応援するための県⺠会議の設置

➤不妊症・不育症の検査費の負担軽減
新・社➤若年層への妊娠・出産の正しい知識の普及、仕事と不妊治療の両⽴支援
新・県➤不妊治療休暇の創設妊娠・出産

を支援 ➤妊産婦のメンタルヘルスの強化
新 ➤産前産後ケアセンター 多胎児の⺟親の利⽤料の負担軽減

産前産後の⺟親
の悩みを解消

➤０歳から就学まで保育料等の無料化（３歳までは第２子以降）
新・県➤県庁内託児所の設置
新 ➤育児休業取得時の住⺠税の徴収猶予申請⼿続の利便性向上
新・県➤育児休業取得の弾⼒化（分割取得を可能に）
新・県➤学校⾏事参加休暇の創設
新・社➤ＷＥラブ赤ちゃんプロジェクトの実施

➤自然保育の推進
➤愛宕⼭こどもの国の再整備
➤公⽴⼩中学校への２５⼈学級の導⼊の検討
➤公⽴⼩中学校における特別支援学級の指導体制の強化

新 ➤幼児教育センターの設置
新 ➤子どもの死亡事例検証制度のモデル事業に着⼿

新・社➤子どもの居場所づくりへの財政支援（クラウドファンディング）
新 ➤経済的に余裕のない児童のスポーツ少年団全国⼤会への参加費⽤を助成

➤子どものこころサポートプラザの開設
社➤子どもの⼼の相談・診療ネットワークの構築

新 ➤児童相談所の体制強化
新・社➤児童虐待防止対策を推進するための協議会の設置
新・社➤児童虐待対応の専門職を養成する⼤学院の⼭梨県⽴⼤学への設置を検討
新 ➤児童養護施設の退所者の自⽴をサポート

支援が必要な
子どもたち
をサポート

（新︓令和2年度新規・拡充事業等 社︓社会全体で子どもや子育てを応援 県︓県庁における働き⽅改革（パイロット・オフィス））
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事業の御紹介
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団体等名 
山梨県市長会 

山梨県町村会 

所在地 甲府市蓬沢一丁目１５－３５ 山梨県自治会館内 

電話番号 
市長会： ０５５－２３７－３１５３ 

町村会： ０５５－２３５－３２２８ 

ホームページ

ＵＲＬ 

市長会： http://www.ympa.or.jp/ 

町村会： https://www.ya-chos.gr.jp/ 

 

子ども･子育て応援宣言 

 

各市町村において、子どもを産み育てやすい環境づくりを推進するとともに、 

国、県等に対する提言・要望活動を積極的に行います。 

 

 

子ども･子育て支援の主な取組（令和２年度） 

 

 ○ 各市町村による取組の推進 （別紙のとおり） 

 

 ○ 国・県の施策及び予算に関する提案・要望の実施 

 

 

 

 

その他（子ども･子育て施策に関する意見・提言 など） 
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団体等名 甲府市 

所在地 甲府市丸の内１丁目１８－１ 

電話番号 055-237-5353（子ども未来部総務課） 

ホームページ

ＵＲＬ 
https://www.city.kofu.yamanashi.jp/ 

 

子ども･子育て支援の主な取組（令和２年度） 

【住民向けの取組】 

○ 子育て総合相談窓口（子ども相談センター「おひさま」）の開設 

○ 子育てガイドブックの発行 

○ 子育て応援優良事業者の表彰 

○ 子育て支援アプリ「すくすくメモリーズ」の構築・運用 

○ 子ども生活支援給付金の支給（令和２年度のみ実施） 

○ 子ども応援給付金の支給（令和２年度のみ実施） 

○ こうふ赤ちゃん応援給付金の支給（令和２年度のみ実施） 

○ 条件を満たす多子世帯への保育料の軽減 

○ マイ保健師制度の導入 

○ ママケア事業の実施 

○ 日帰り型産後ケアの利用助成  

〇 甲府市国民健康保険４・５歳児すくすく発育歯科健診の実施 

○ 保育園・小学校での交通安全教室の実施 

○ イクメン養成講座の開催 

○ 健康談話室での各種教室・相談等の実施 

○ 未就学児から中学生までの年齢に応じた環境教育を実施 

○ 公民館での親子で楽しめる講座・子育て支援の講座等の実施 

○ 子育て支援の出前講座の実施 

○ 市立小学校 25 校中 13 校での放課後子供教室事業の実施 

○ 第３次甲府市子どもの読書活動推進計画の施策の推進 

〇 市立甲府病院での母親学級の実施（令和２年２月から休止） 

〇 市立甲府病院でのマタニティー・ヨガの実施（令和２年２月から休止） 

〇 市立甲府病院での妊婦健診、助産師外来 

〇 市立甲府病院での育児指導、退院後支援 

【職員向けの取組】 

〇 市立甲府病院院内保育所の設置 

〇 市立甲府病院内での病後児保育の実施 
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【住民向けの取組】 

子ども未来部 

○ 子育て総合相談窓口（子ども相談センター「おひさま」）の開設 

妊娠期から子育て期の家庭の育児・しつけ・健康など様々な相談への助言、子育て支援

に関する制度・事業・施設等の情報提供、児童虐待通告に係る調査や支援などを行ってい

ます。 

○ 子育てガイドブックの発行 

出産・育児に関する基本情報、行政サービスの紹介、各種相談窓口などをまとめた情報

誌を、毎年発行し、子育て支援を推進しています。 

○ 子育て応援優良事業者の表彰 

ワーク・ライフ・バランスの実現に向けて、子育てしやすい職場環境づくりに積極的に取り

組む事業所を「甲府市子育て応援優良事業者」として表彰し、事業所における子育て支援を

推進するよう働きかけをしています。 

○ 子育て支援アプリ「すくすくメモリーズ」の構築・運用 

子育て世帯を対象としたスマートフォン向けアプリを構築・運用し、子育て情報の提供や子

育て支援策の充実を図っています。 

○ 子ども生活支援給付金（令和２年度のみ実施） 

「児童扶養手当」を受給している世帯又は「就学援助費」を受給している世帯への生活支

援対策として 30,000 円を支給。 

○ 子ども応援給付金の支給（令和２年度のみ実施） 

令和 2 年 4 月 27 日時点で甲府市に住民登録をしている 0 歳から 18 際までの子ども 1 人

につき 10,000 円を支給。 

○ こうふ赤ちゃん応援給付金の支給（令和２年度のみ実施） 

国の特別定額給付金の基準日（令和 2 年 4 月 27 日）の翌日以降に生まれた子どもを対

象に、申請時 1 人につき 100,000 円を支給。 

○ 条件を満たす多子世帯への保育料の軽減 

○ マイ保健師制度の導入 

※妊娠届出時から担当となる「マイ保健師」が、妊娠・出産・子育てに関する相談に応じる

制度。 

○ ママケア事業の実施 

・ママのすこやか相談…臨床心理士等が、妊娠期や出産後の不安等について相談に対

応する。 

・ママの母乳相談…助産師が妊娠期の乳房体操や産褥期の母乳確立・育児手技、幼児

期の断乳等に対する相談に応じる。 

○ 日帰り型産後ケアの利用助成 

利用料金の一部を助成。 

市民部 

〇 甲府市国民健康保険４・５歳児すくすく発育歯科健診の実施 

令和２年度に満４歳・５歳となる国民健康保険に加入しているお子さんを対象として、歯科

健診を行っています。 
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消費生活課 地域の子どもの安全を守るため、交通安全教育を小学校や保育園へ出張し開

催しています。 

〇 保育園での交通安全教室の実施 

各園へ年 4 回、毎回テーマを決めて、絵やパネルシアターなどを使用し、楽しくわかりやす

く交通安全・ルールの指導をしています。特に年長児は、翌年小学生になるため、道路での

歩き方や信号機のある所ない所の渡り方など通学路を一人で歩けるように、模擬道路での

実技訓練を行っています。 

〇 小学校での交通安全教室の実施 

1 年生に道路の正しい歩き方、横断の仕方について、模擬道路での実技訓練を行ってい

ます。3 年生については、自転車は、「車」であることを認識してもらい、道路上での安全な自

転車の乗り方ができるように、模擬道路での実技訓練を行っています。 

人権男女参画課 

〇 イクメン養成講座の開催 

育児に参加する父親(イクメン)を応援し、子育てに必要な知識を身につけることを目的とし

た講座の実施。講座では、オスも子育てをする動物の生態を知ってもらう中で、男性の育児

の大切さを学んでもらう。 

福祉保健部  

○  健康談話室での各種教室・相談等の実施 

・ベビーマッサージクラス（生後２～３か月、４か月、５か月、６～７か月を対象） 

・６か月～２歳児とご家族を対象とした元気食育相談（集団を個別相談に切り替え実施） 

・健康相談・育児相談・発育測定（月３回の日曜日・予約制） 

・妊娠１６週以降の方を対象としたマタニティヨガ教室（現在中止中） 

・０歳～１歳の子どもとご家族を対象としたママ友のつどい（現在中止中） 

・１歳６か月～２歳の子どもとご家族を対象とした親子３Ｂ体操教室（現在中止中） 

環境部 

〇 未就学児から中学生までの年齢に応じた環境教育を実施 

地球温暖化、３R、海洋汚染など、年齢に即した内容で環境保全の大切さを伝える。 

教育部 

〇 公民館での親子で楽しめる講座・子育て支援の講座等の実施（予定含む） 

・親子クリスマスケーキ作り教室 

・いちごを使った親子お菓子作り 

・小一家庭教育講座 

・中一家庭教育講座 

○ 子育て支援の出前講座の実施 

○ 市立小学校 25 校中 13 校での放課後子供教室事業の実施 

○ 第３次甲府市子どもの読書活動推進計画の施策の推進 

１ 実施目標 （１）家庭・地域・学校等と連携した子供の読書活動推進 

（２）子供の読書活動を推進するための環境整備 
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（３）子供の読書活動推進のための普及・啓発 

２ 施策体系 （１）「家庭」における子どもの読書活動の推進 

（２）「地域」における子どもの読書活動の推進 

（３）「学校等」における子どもの読書活動の推進 

（４）「市立図書館」における子どもの読書活動の推進 

市立甲府病院 

〇 母親学級の実施（※コロナウイルス感染症対策のため令和 2 年 2 月から休止） 

妊婦に対して妊娠、出産、産後の不安を解消するための勉強会を開催しています。 

〇 マタニティー・ヨガの実施（※コロナウイルス感染症対策のため令和 2 年 2 月から休止） 

妊婦の心身をほぐし整えるエクササイズ教室を開催しています。 

〇 妊婦健診、助産師外来 

全妊娠期間において、医師及び助産師による診察・保健指導等を行っています。 

〇 育児指導、退院後支援 

産後 2 週間健診、母乳外来、赤ちゃん体重チェック等を行い、赤ちゃん及び母親の健康状

態の確認や育児の悩み相談に乗っています。 

 

【職員向けの取組】 

市立甲府病院 

〇 市立甲府病院院内保育所の設置 

市立甲府病院に勤務する医療職員の子どもを対象とする院内保育所を設置しています。 

〇 病後児保育の実施 

市立甲府病院に勤務する医療職員の病後児を対象とする保育を実施しています。 
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団体等名 富士吉田市 

所在地 富士吉田市下吉田６丁目１番１号 

電話番号 0555-22-1111 

ホームページ

ＵＲＬ 
https://www.city.fujiyoshida.yamanashi.jp 

 

子ども･子育て支援の主な取組（令和２年度） 

【職員向けの取組】 

＜目標＞男性職員の育児休業取得者を毎年度１人以上とする。 

＜目標＞男性職員の配偶者出産休暇取得率及び平均取得日数を前年以上とする。 

上記取組みを徹底するため、ワークライフバランス等に関する研修や男性上司等の幹部職員に

対する研修・啓発を行う。〈総務課〉 

 

【住民向けの取組】 

＜交通手段＞ 

〇みんなのタウンスニーカーの運行〈企画課〉 

タウンスニーカーは通勤・通学・通院・買い物等市民の皆様の日常生活を支えるための交通の

利便性を確保し、富士吉田市が事業者と協力し行っている市内循環型の公共交通バスです。市

民以外の方も 100 円でご乗車いただけます。（※乗り換え等は別に 100 円かかります。） 

 

＜結婚＞ 

〇若者の情報発信に有効な LINE＠を活用し、「新しい友達、新しい恋に出会いにいこう」をコンセ

プトに会員を募集。２カ月に１度交流会を開催し、結婚を希望する男女に出会いの場を提供しま

す。〈地域振興・移住定住課〉 

〇若者の出会いの機会を促進させるため、やまなし出会いサポートセンターの入会手数料を助成

します。〈地域振興・移住定住課〉 

〇婚活ポータルサイト「縁結び富士吉田」で結婚に関する情報を発信します。〈地域振興・移住定

住課〉 

 

＜安全対策＞ 

〇富士吉田市安心安全メールマガジンの配信〈安全対策課〉 

災害情報のほか市内小中学校の休校、犯罪の注意喚起、熊などの目撃情報など防災行政無

線の内容をメールで確認することができ、市内のイベントや広報からのお知らせも配信します。 

 

<妊娠・出産・子育て> 

〇18 歳以下の医療費無料化の実施（令和２年４月～）  〈子育て支援課〉 

〇子育て支援課内に保育・幼稚園室の設置（令和２年４月～） 〈子育て支援課〉 
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幼児教育・保育の無償化や幼稚園、保育園等の関係業務を的確及び一元的に管理し、子育て

支援の充実を図ります。 

〇富士吉田市子育て LINE 公式アカウントの構築・運用開始（令和２年９月～）〈子育て支援課〉 

富士吉田市の子育て情報をわかりやすくお届けします。 

〇富士吉田市子育て世代包括支援センターでの支援 

〇ファミリー・サポート・センター利用料の半額助成をしています。（子育て支援課） 

〇産前産後ケアルームでのレスパイトで、妊婦さんや産後のママがゆっくり体を休めるようにして

います。助産師が常駐し、専門的な相談にも応じます。〈健康長寿課・子育て支援課〉 

〇ベビーマッサージ教室、骨盤ケア教室の実施〈子育て支援課〉 

 お母さんが赤ちゃんと一緒に楽しめます。 

〇ぽかぽか測定の実施〈子育て支援課〉 

 赤ちゃんの身体測定や育児相談ができます。 

〇ホームスタート事業の実施〈子育て支援課〉 NPO 法人子育てふぁんはうすふわっと委託事業 

未就学の子どもがいる家庭に講習を受けたボランティアが訪問する事業です。外出しづらい、頼

れる人が身近にいない、そんな子育て家庭にボランティアが訪問し、親子と共に過ごすことで子育

て中の親の不安や悩みを軽減し、ゆとりをもって子育てできように支援します。利用料は無料で

す。 

〇お母さんの応援教室「歯ぴぱく教室」の実施〈健康長寿課〉 

 ０歳～２歳児が対象。離乳食やおやつの作り方・進め方、歯磨きの仕方など、市の栄養士や歯

科衛生士がお母さんのお悩み解決のお手伝いをします。 

〇各種乳幼児健康診査の実施（健康長寿課） 

〇病後児保育の実施（市立保育園２園で実施）〈子育て支援課〉 

〇高齢者＆子育てサービスガイドの作成・配布〈健康長寿課・子育て支援課〉 

〇お父さんお母さんがゆっくり本を選ぶ時間が取れるよう図書館内で託児サービスを行っていま

す。有資格者のスタッフが、お子さんを 1 時間お預かりします。〈市立図書館〉 

〇オンラインでベビーマッサージ at 図書館〈市立図書館〉 

助産師による本格ベビーマッサージ体験を開催しています。※令和２年はオンライン開催  

〇羽田ブックプレゼント事業〈市立図書館〉 

本市出身の弁護士としてご活躍されていた故羽田辰男氏のご寄付により、すてきな本と出会い

読書の楽しさを知ってほしいという願いを込めて、発達段階的に本をプレゼントしています。 

・ファーストブック：４ケ月健診時 

・セカンドブック：小学校入学時 

・サードブック：中学校入学時 

〇ファーストスプーン贈呈事業〈市社会福祉協議会〉 

ファーストスプーンとは、富士吉田産の木の優しさ、ぬくもりを感じられる１本ずつ手づくりの離乳

食用スプーンです。厚生労働大臣から指名を受けた主任児童委員が、赤ちゃんのいる家庭を訪問

し、プレゼントします。 

〇おもちゃ図書館の設置〈市社会福祉協議会〉 

 障がいを抱えたお子さんがおもちゃを借りられる図書館です。 

〇よしだこども食堂実行委員会への助成及び協力〈市社会福祉協議会〉 
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〇富士吉田市こどもの学習支援〈福祉課〉 

 市内にお住まいの今まで塾に通ったことがない中学生に対し、学習教室形式による学習支援を

行います。 

〇全小中学校給食費無料化の実施（令和元年１０月～）〈学校給食センター〉 

〇全小中学校に非常通報装置の設置〈学校教育課〉 

〇全小学校に空調設備を設置 ※全中学校は次年度に設置〈学校教育課〉 

〇全小中学校に電子黒板を整備中〈学校教育課〉 

 

【コロナ関連】 

〇富士吉田市コロナ撲滅支援金の支給（令和２年４月１日時点で住民登録がある方）〈企画課〉 

新型コロナウィルス感染症の影響の中、感染拡大の恐れや家計への影響など、出口の見えな

い不安に包まれた中で生活を送っている市民の皆さんへ一人１万円を給付します。 

〇富士吉田市赤ちゃん子育てエール給付金の支給〈子育て支援課〉 

令和２年４月２８日以降に生まれ、出生後初めての住民登録が富士吉田市となる赤ちゃんと同

居している母へ 10 万円を支給します 

〇放課後児童クラブの登所自粛要請に伴う利用料の日割り返還の実施（令和２年３月～５月）〈子

育て支援課〉 

〇保育園の登園自粛要請に伴う利用料及び副食費の日割り返還の実施（令和２年３月～５月）

〈保育・幼稚園室〉 

〇富士吉田市みんなのエール食券の販売〈富士山課〉 

新型コロナウィルス感染症拡大により市内の飲食店の経営に大きな影響が出ているため、飲食

店の応援企画として「みんなのエール食券」の販売を行います。市が、子育て世帯の皆さんを含

め、市民が購入した食券の額に 20％上乗せします。 

〇初期離乳食教室の動画配信（健康長寿課） 

〇富士吉田市多用途商品券「七福来券」の支給（令和２年６月１日時点で市に住民登録がある

方）〈商工振興課・富士山課〉 

コロナ禍での自粛要請に協力していただいた市民の皆様に暮らしを支える多用途商品券「七福

来券」一人につき５千円分を支給します。 

〇オンラインでお産学校（助産師による「お産」を学ぶ講座）を開催〈市立図書館〉 

コロナ感染対策による母親学級等の中止を受けて開催 

〇夏休み期間の子育て家庭を応援します！〈市社会福祉協議会〉 

 富士吉田市社会福祉協議会では新型コロナウィルスの影響に伴い、緊急支援として、夏休みの

学校給食がない期間にあわせて子育て家庭を対象に食品をお渡しします。 
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団体等名 都留市 

所在地 都留市上谷一丁目 1 番 1 号 

電話番号 0554-46-5113（福祉保健部健康子育て課） 

ホームページ

ＵＲＬ 
https：//www.city.tsuru.jp/ 

 

子ども･子育て支援の主な取組（令和２年度） 

 

都留市の特色を活かし、子育てに希望や喜びを感じられるまちづくりを推進

します。 

 

〇『５歳児健康診査』の開始（令和２年５月～） 

５歳児健康診査を行うことで、保護者が子どもの発達を理解し、発達状況に応じ 

た関わりや就学に向けた準備が行えるよう支援します。 

 

〇LINE 相談の開始（令和２年９月～） 

妊娠中や育児についての相談が気軽に出来るよう、LINE を使用した相談を開 

始しました。希望があればテレビ電話での相談も可能です。保健師・助産師・管理 

栄養士が相談に応じ、様々な情報提供を行います。  

 

〇コロナに負けるな、子育て世帯を応援する給付金の支給（令和２年５月～） 

   市独自の給付金として児童手当受給対象児童に対しては２万円、児童扶養手 

当受給対象児童に対しては１万円を国の給付金に上乗せして支給。また、国の特 

別定額給付金の支給対象外となった、令和２年４月２８日以降に生まれたお子さん 

の保護者に１０万円を支給。 

 

〇子ども食堂支援事業（令和２年８月～） 

子ども食堂を運営する団体に対し、市の特産品の購入費用を支援します。 

 

 

※ 都留市では、子育てに希望や喜びを感じられるよう、子育て家庭に寄り添い、それぞ

れの家庭のもつ様々な悩みや困りごとに耳を傾け、気軽に相談できる場を設けるととも

に、市内に 3 つの大学を有するという本市の特色を活かし、大学やそこに学ぶ学生や

住民活動団体等を活用した子ども・子育て施策を推進します。 
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市では、気軽に妊娠中の相談や子育て相談ができるよう 

LINE での相談受付を開始します！ 

相談までの流れ 

 

 

 

 

 

 

 

                         

 

・つわりがひどくて食べれない 

・子どもの体重を測りたい 

・母乳が足りているか心配 

・湿疹の正しいスキンケアについて知りたい 

・離乳食の量はこのくらいで大丈夫？ 

・離乳食をなかなか食べてくれないけどどうしたらいいの？ 

・予防接種をどのように進めていけばよいかわからない 

                  などなど 

お持ちのスマートフォン等で相談が可能となります。 

ご希望があれば、ご本人の様子を見ながらテレビ電話での相談も可能にな

ります！保健師・助産師・管理栄養士が相談にのりながら、必要な情報提

供をします。ぜひ、お気軽にご利用ください！ 

都留市 健康子育て課 

LINE アカウント 

問合先 

都留市 健康子育て課 予防担当 

電話：46-5113 

メール：yobou@city.tsuru.lg.jp 

① 下記内容を LINE でお知らせください。 

・相談者の名前 

・お子さんの名前 

・相談希望日時 

・相談内容 

・電話番号 

② 健康子育て課より、保護者または妊婦

さんに電話をさせて頂きます。 

お急ぎの場合は、 

お電話ください！ 

※健診等の事業で返信が遅くなる 

場合がありますので、ご了承ください。 
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団体等名 山梨市 

所在地 山梨市小原西８４３ 

電話番号 0553-22-1111 

ホームページ

ＵＲＬ 
https://www.city.yamanashi.yamanashi.jp/ 

 

子ども･子育て支援の主な取組（令和２年度） 

○山梨市立産婦人科医院（妊娠出産包括支援事業） 
 山梨市が設置し医療法人東雲会が運営を⾏う公設⺠営産婦人科医院です。安⼼して妊娠・出産・
育児等、また女性の各ステージに応じた健康支援が⾏えます。 
 宿泊型産後ケア事業や訪問型支援事業、デイサービス型事業などを⾏っています。 
○健やか育児支援祝金事業 

山梨市⺠となった⼦どもの保護者へ、第１⼦は５万円、第２⼦は 10 万円、第 3 ⼦以降は 20 万
円を支給します。（※同⼀⽗⺟の⽣まれ順） 
○⼦ども医療費助成制度と高校⽣等医療費助成制度 
 ⼦育て世帯への経済的負担の軽減を図るため、中学３年⽣までのお⼦さんが病院など医療機関
を保険証を使用して受診したときの自己負担分を助成します。 
 また、令和２年度から高校⽣等についても、医療機関への入院にかかる自己負担分の助成を償
還払い方式で始めました。 
〇公立保育園英語幼児教育事業 

年⻑児、年中児を対象として、幼児期に英語を楽しみながら親しむことで、国際的な感覚や豊
かな感性を育み、英語の基礎を学び、スムースな流れで小学校１年⽣からの英語教育に移⾏する
ことを目的とした事業です。 
○山梨市⼦どもの発達包括支援事業 

発達障害を持つお⼦さん、又は発達障害の疑いがあるお⼦さんとその保護者を対象に、集団教
室や個別相談、保育園訪問、学校訪問を⾏い、お⼦さんが家庭や集団の中で、その⼦の個性を⽣
かしながら成⻑していけるよう、関係機関とともに支援する事業です。 
○⼦育て用品支給事業 
 出⽣した乳児の保護者にオムツやお尻ふき、粉ミルクが購入できる券を１万円分支給します。 
○乳児用品貸出し事業 
 乳児の誕⽣から１歳の誕⽣日までベビーベッドとベビーシートを、ベビーバスは３ヶ月まで無
償で貸し出しする事業です。 
○つどいの広場事業 
 乳幼児とその保護者が気軽に集まって交流できるつどいの広場「たっち」を山梨市役所の本庁
舎と牧丘庁舎の２か所で開設しています。 
○市営施設の市内中学⽣以下利用料等無料事業 
 中学⽣までのお⼦さんが市営温泉やプール等を利用するときの施設利用料等が無料です。 
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山梨市立産婦人科医院

• 産後の不調や育児に不安があるお母さんとお子さんを対象に、施設
に宿泊し、専門職から心身のケアや育児サポートを受けることができ
ます。

山梨市宿泊型産後ケア事業

• 妊産婦やその家族が抱える妊娠・出産や子育てに関する悩み等に
助産師が家庭訪問し相談支援を行います。

妊産婦・新生児訪問

• 妊婦さんから産後 4 か月までのお子さんとお母さんがゆっくりと過ご
せる場所です。保健師等がいるので、気軽に育児等の相談ができま
す。

リラックスペースふわふわ
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家庭、地域社会が連携し、安心して子どもを産み育てる環境づくりを推進するため開催しています。
とびっきり楽しい催しが盛りだくさんです♪ご家族みんなで楽しい一日をお過ごしください。
【主な内容】
縁日ひろば、おもちゃの交換会、人形劇、親子歯科相談、パトカーや消防車などの展示、
バルーンアート、手作りおやつの試食会、前髪カット、ベビーマッサージなど

• 保育園・幼稚園に入園前のお子さんを持つ保護者の
皆さんを対象に、音楽に合わせて体を動かしたり、手
遊びなどを楽しみながら、親子のふれあいを通して絆
を深める機会として開催しています。

あつまれ！ちびっこハッピーランド

• 親子体操でスキンシップと楽しさを体感してもらい親子
のふれあいを深め、また、同年代の子育て中の親子
どうしで交流を深め、更に運動不足の親世代に体を動
かすことの大切さを再認識する機会として

親子体操教室

• 「安心して子どもを産み育てる環境づくり」の一環とし、
年に一度コンサートを開催している。

ファミリーコンサート

• 親子が一緒に、新たな気づきや発見のきっかけとなる
体験型の楽しく、わくわくする講演会

子育て講演会

山梨市の子育てイベント
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団体等名 大月市 

所在地 大月市大月二丁目６番２０号 

電話番号 ０５５４－２２－２１１１（代表） 

ホームページ

ＵＲＬ 
http://www.city.otsuki.yamanashi.jp/ 

 

子ども･子育て支援の主な取組（令和２年度） 
 

【住民向けの取組み】 

 

○大月市子育て支援手当支給事業 
 

出生時に大月市に居住し、かつ出生日から引き続き１年以上大月市に居住する方に対して、 

出生時に子育て支援手当を支給する。 

 

同一の父母 第１子    ３０，０００円 

     第２子    ５０，０００円 

           第３子以降 １００，０００円 
 

 

○大月市子育て支援医療費助成制度 
 

大月市に住所のある児童（出生の日から満１８歳に達する日以後の最初の３月３１日までの間にあ

る者）の保護者が対象です。 

対象の児童が病気やケガで入院・通院した場合の医療費、歯科診療費及び薬剤費等、保険診療に

よる自己負担金を助成します。 

山梨県内の医療機関においては、窓口無料です。 
 

 

○大月市妊婦オンライン相談 
 

大月市内に住所を有する妊婦の方を対象に、新型コロナウイルス感染症の不安に対する相談を 

ウエブサイトを通じて、オンラインで無料相談できる窓口を開設しました。 
 

 

○子育てアプリ おおつきの提供開始 
 

母子手帳アプリ「母子モ」が大月市で提供を開始しました。 

大月市から提供する各種制度・サービスの案内 

（子育て医療費助成制度、児童手当、妊娠・育児期にあった各種制度の案内等） 

記録や管理 

妊娠中の体調、体重の記録 

胎児や子どもの成長記録 

予防接種のお知らせ 

などアプリを使い、子育て支援情報を提供していきます。 
 

 

※各事業の詳細はホームページに掲載しています。 
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団体等名 韮崎市 
所在地 韮崎市水神 1 丁目 3 番 1 号 

電話番号 0551-22-1111 
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ URL http://www.city.nirasaki.lg.jp/ 

 

 

子ども･子育て支援の主な取組（令和２年度） 
 
韮崎市では『子育てするなら韮崎市』をテーマに子育てにやさしいまちづくりを 

推進していくため、市⺠のみなさまや地域、企業、⾏政の協同のもとで、子育てサポ
ートの輪を広げてまいります。 
 
 
○ 子ども医療費助成制度の拡充 
   県の未就学児に対する半額助成を大幅に拡充し、18 歳まで全額助成 
○ 第２子以降の保育料及び副食費を無償化（R1.10〜） 

国の制度を拡大し、世帯の所得を問わず、子育て世代を応援します。 
   ・2 子目以降の保育料及び副食費を無償化 
   ・保育所の入所基準を就学前から小学校 3 年生までのきょうだいに拡大 
○ 子育てフェスティバルの開催（H30〜） 
   子育て支援に関わる団体などが様々な趣向を凝らしたブースを設け 

子育て世代が活動内容の紹介や情報提供、交流を深める 
○ 韮崎市子育て支援センター「にらちび」の開設（H23〜） 
   子育て支援拠点及びファミリー・サポート・センター（利用料の半額助成） 

利用者支援事業の実施 
○ 韮崎すくすく子育て相談センターの設置（H30〜） 
   子どもを安心して産み、育てられるように、妊娠・出産から育児、子育て期に

わたる様々な不安や悩みなどの相談に保健師や助産師、管理栄養士等が対応し、
切れ目なくつながる支援を提供 

○ 病児・病後児保育所「スマイル」の開設（H23〜） 
   病気中の子どもを市立病院内の専門保育所で保育 
○ ニーラ子育て応援アプリの開設（R2〜） 
   電子⺟子健康⼿帳として、成⻑記録や予防接種のスケジュール管理、子育て情

報等を提供 
○ 巡回支援専門員整備事業（R2〜） 

臨床心理士等が保育所等を巡回し、発達が気になる子に対する助言実施 
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（任意資料） 
 

韮崎市「その他の取組」 
○ おめでとう赤ちゃん出生祝金（H23.4〜） 
   新生児 1 人あたり 10,000 円を支給 
○ 祖⽗⺟孫家庭等応援助成金（H22〜） 
   児童 1 人につき月額 10,000 円/月（2 人名以降半額） 
○ ママパパがんばれ応援金（R2） 
   国の特別定額給付金対象者を拡大し、新生児 1 人あたり 100,000 円を支給 
○ 結婚情報誌「ゼクシイ」連携ご当地出生届ダウンロードサービスの提供（H27〜） 

出生届提出時に、保険証や⺟子⼿帳、子ども医療受給者証等が入るファイルや 
おむつ等をいれられるエコバックを配付 

○ ⽗親子育て応援事業の実施（⽗子健康⼿帳の交付、育児グッズ配付） 
   ⺟子健康⼿帳交付時に⽗親へ向けて⽗子健康⼿帳を交付し⽗親となることへの

意識付け、また、育児グッズ（おむつ替えシート）を渡すことで、積極的な育
児参加を促す 

○ チャイルドシート貸し出し制度 
   チャイルドシート貸出し（乳児・幼児・学童用） 
○ 韮崎中央公園芝生広場の無料開放 

有料施設である韮崎中央公園芝生広場について、5 月〜11 月（天然芝の保護の 
ため期間は限定）の期間に月に一回、親子や子供が自由に遊べるよう無料開放 

○ スポーツ体験教室、サッカー教室の開催 
NPO 法人韮崎スポーツクラブにおいて、月に 2 回子どもスポーツ体験教室を 
開催し、子どもがいろいろなスポーツを体験する場を提供するとともに、市内 
保育園、幼稚園に出張して、サッカー教室を開催、また市サッカー協会におい 
て、小学生以下対象のサッカー教室や中高生を対象とした教室・講演等を実施 

○ 「おはなし会・折り紙教室」や「えいごｄe おはなし会」の開催 
   幼児から小学校低学年を対象に、⼿遊び、紙芝居、絵本の読み聞かせ、折り紙 

等を⾏うとともに、乳幼児を対象に英語絵本の読み聞かせを開催 
○ 「セカンドブック事業」や「おでかけ子どもとしょかん」の実施 

３歳児検診の会場で保護者の方に本を読んであげることの大切さを説明のう 
え、全てのお子さんに絵本をプレゼントし、児童センターや保育園等を対象に 
子ども達の年齢に適した本の読み聞かせなどを実施 

○ 「図書館を使った調べる学習コンクール」の開催 
   子ども達が自ら探求テーマを見つけ、それを図書館などが所蔵するさまざまな

文献を活用し、自分自身の結論を導き出し、それを分かり易く一篇の研究記録
としてまとめるコンクール 
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（任意資料） 
 
○ 美術鑑賞事業 
   韮崎大村美術館にて市内保育園や幼稚園、小中学生を積極的に受入れ、文化・

芸術教育を普及 
○ 環境学習会の開催（R2〜） 

幼稚園・保育園・小学校を対象に、ごみの減量・リサイクル・地球温暖化に関す
る講義及びパッカー車の見学を実施 

○ 緑のカーテン事業（R2〜）  
環境教育の一環として、市内幼稚園・保育園・小学校・児童センター・中学 
校に緑のカーテンを作るための苗や堆肥等を配布 

○ ⻘パト等による子どもの見守り 
スクールガードリーダーによる⻘パトでの市内巡回、スクールガードボラン 
ィア及び地域住⺠の見守りや声かけによる登下校時の見守り強化 

○ 地域人材の活用 
地域で幅広い経験や知識を有する人材を学校に講師として招き、児童生徒がい 
きいきと学ぶ機会を創出 

○ 子どもの育成に係る各種団体の支援 
地域の子どもの育成のために各種団体が主催する事業への後援・協力 

○ 「親子ふれあい体験教室」や「甘利山リトルキャンプ」の開催 
親子の関係づくりの支援や良好な家庭環境づくりの促進、自然の中での共同生 
活を体験することで、きまりを守る事や協力する事の大切さを身につける 

○ 「夏休みチャレンジ体験教室」や「高校生との交流教室」の開催 
子どもが地域で楽しく学び育てる学習教室を開催 

○ 不登校児童生徒のための適応指導教室の開設 
学校及び保護者との連携により個に応じたきめ細かな対応を⾏い、再登校につ 
ながる支援を実施 

○ 子ども学習支援事業 
塾に通えない家庭の中学生を対象にした学習支援 

○ 生活困窮者支援食糧支給事業 
⻑期休暇中、生活に困窮する小中学生世帯を対象にした食糧支援 

○ Comeback 支援事業「⻘少年育成プラザ Miacis（ミアキス）」 
   中高生にとっての家でも学校でもない第３の居場所として、市⺠交流センター

地下 1 階で、中高生にとって様々な進化のきっかけづくりを提供 
○ 婚活イベント・婚活セミナー及び結婚新生活支援事業 
   出会いの場の提供やセミナー開催などの婚活支援、結婚に伴う経済的負担を軽

減するため、結婚生活に係る費用（新居購入費や家賃、引越費用）を一部助成 
 

22



 

団体等名 南アルプス市 

所在地 南アルプス市小笠原３７６ 

電話番号 ０５５－２８２－７２９３ 

ホームページ

ＵＲＬ 
https://www.city.minami-alps.yamanashi.jp/ 

 

子ども･子育て支援の主な取組（令和２年度） 

【職員向けの取組】 

南アルプス市職員子育て支援プラン（計画期間令和２年度～６年度）に次の取組みを位置づけ、数値

目標を定めて取り組んでいる。 

１ 子育て職員への支援 

 （１）妊娠前、妊娠中の職員及び配偶者が妊娠中の職員に対する配慮 

 （２）育児休業の取得促進 

 （３）男性職員の出産時の休暇取得の促進 

 （４）育児休業等を取得した職員の職場復帰支援 

 （５）保育施設等に関する情報提供 

２ 子育てしやすい職場環境づくり 

 （１）ワーク・ライフ・バランスの実現 

 （２）休暇取得の推進 

 （３）時間外勤務の縮減 

３ 次世代育成支援対策 

 （１）子育てバリアフリー 

（２）子ども・子育て職員に関する地域貢献運動 

（３）子どもを交通事故から守る活動 

（４）安心して子どもを育てられる環境の整備 

 （５）不妊治療・母体保護・結婚に関する情報提供 

４ 女性の職業生活における活躍の推進 

 （１）性別に偏りのない職員採用 

 （２）勤続年数の男女差の解消 

 （３）管理職への女性登用の推進 

 （４）ハラスメント防止対策 

※数値目標（令和 6 年度まで） 

①男性職員が配偶者出産休暇を取得する割合１００％、産前産後における出産・育児にかかる休暇を

男性職員が５日以上取得する割合１５％ 

②育児休業を取得する男性職員の割合１０％、女性職員の割合１００％ 

③令和６年の職員一人あたり年次有給休暇取得日数  １１日 

④時間外勤務時間数の上限の徹底    年間３６０時間 

23



 

【住民向けの取組】 

〇新型コロナウイルス感染症の影響等を踏まえ、子育て世帯等への支援として、市独自の給付金を支

給する。 

・妊婦に対する生活負担の軽減を図るために、臨時特別給付金を支給する。（令和 2 年 4 月 1 日に

おいて妊娠であること。以降 9 月末までに母子手帳交付を受けた方） 

・子育て世帯への支援として、「令和２年度子育て世帯への臨時特別給付金」に併せて、児童手当受

給者へ市独自の臨時特別的な給付金を給付する。 

・ひとり親世帯の生活を支援するため、児童扶養手当受給者に対する市独自の臨時特別給付金を

支給する。 

・育児家庭を支援するため、国の特別定額給付金の基準日の翌日以降に生まれたお子さんを対象

に、市独自の特別定額給付金を支給する。 

 

〇新型コロナウイルス感染症の影響等を踏まえ、子育て世帯等への支援として、保育・学童・給食等を

対象とした市独自の支援を実施する。 

・保育料・副食費の４～９月分の無償化 

・放課後児童クラブ利用負担金の４～９月分の無償化 

・小中学校給食費４～９月分の無償化 

 

〇第２期南アルプス市子ども・子育て支援事業計画（計画期間令和２年度～６年度）に次の取組みを位

置づけ取り組んでいる。 

 

１ 子育ての不安や悩みを解消するための取組として次の事業等を実施する。 

 （主な事業・取組）  

・ホームスタート事業 

・子育て応援講座事業（ノーバディズ・パーフェクト・プログラム） 

・教育支援センター運営管理事業 

・母子健康相談事業 

・乳児家庭全戸訪問事業（こんにちは赤ちゃん事業） 

・乳幼児発達支援事業 

・産後ケア事業（日帰り） 

 

２ 子どもの健全な成長を支援する取組として次の事業等を実施する。 

 （主な事業・取組） 

・ジュニアリーダー養成事業 

・キッズタウン南アルプス支援事業 

・南アルプス自然体験推進事業 

・小中学校における小笠原流礼法推進事業 

・セカンドブック事業 

・小中一貫教育の推進 

・母子健康手帳交付事業 

24



 

・乳幼児健診事業 

・母子健康教育事業 

・妊産婦・乳幼児健康診査助成事業 

・予防接種事業 

・小児救急医療推進委員会(小児救急医療)参画事業 

・未熟児養育医療給付事業 

・食生活改善推進委員会による食育推進事業 

 

３ 子育て家庭の負担を軽減する取組として次の事業等を実施する。 

 （主な事業・取組） 

・病児保育事業 

・南アルプス市奨学金貸与事業 

・南アルプス市がんばる子育て応援利子補給金交付事業 

・南アルプス市がんばる子育て応援定住補助金交付事業 

・保育所・幼稚園等の利用者負担額の軽減措置 

・不妊治療費助成事業 

・小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業 

・南アルプス市乳児用おむつ用品支給事業 

 

４ 親としての成長を支援する取組として次の事業等を実施する。 

（主な事業・取組） 

・南プスセーフティネット協働事業 

・マタニティスクール 

1）パパママ学級 

2）マタニティカフェ、マタニティキッチン ～妊婦さんの食事～ 

3）プレママ教室 

 

５ 支援を必要とする子どもたちへのきめ細かい取組として次の事業等を実施する。 

（主な事業・取組） 

・途切れのない支援事業 

・巡回相談事業（保育所、学校等） 

 

６ 地域全体で子育てを支える取組として次の事業等を実施する。 

（主な事業・取組） 

・結婚相談事 

・子育て支援ネットワーク構築事業 

・スクールガードリーダー事業 

・南アルプス市学校応援団育成事業 

・愛育班育成支援事業 
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団体等名 北杜市 

所在地 北杜市須玉町大豆生田９６１－１ 

電話番号 ０５５１－４２－１３３２ 

ホームページ

ＵＲＬ 
https://www.city.hokuto.yamanashi.jp/ 

 

子ども･子育て支援の主な取組（令和２年度） 

〇北杜市子育て世代マイホーム補助金 
子育て世代の移住・定住を促進するため、一定の要件の下、住宅の新築・購入や改修をする

者を対象に、住宅取得に要する経費や住宅ローンの利子について、その一部を助成します。 
 
〇子育て支援住宅事業 
  子育て世帯が安心して子育てできる環境づくりを図るため、市営住宅について、ミキハウス

子育て総研「子育てにやさしい住まいと環境」の認定を受けた、子育てにやさしい仕様・面積・
設備を備えた子育て支援住宅の賃貸を行っています。 

 
〇保育料の第２子以降の無料化 

少子化対策の一環として、子育て世代の経済的な負担を軽減し、子どもを安心して育てられ
る環境を整備するため、国の無償化制度の対象とならない第２子以降の保育料の完全無料化を
行っています。 

 
〇いただきまーす！おいしいごはん！ 

地域に根ざした保育園給食による食育の推進を図るため、安全安心な北杜市産のお米を主食
に取り入れ、完全給食を実施し、食や農に対する理解や生産者に対する感謝の心の醸成促進な
どを行います。 

 
〇子育て世代包括支援センターの設置 
  妊娠期から子育て期にわたるまでの様々なニーズに対して、総合的な相談や支援をワンスト

ップで提供するため、「⺟子保健型」と「基本型」を一体的にした、「子育て世代包括支援セン
ター」を設置し、保健師、助産師、栄養士、臨床心理士、利用者支援員を配置し相談支援を行
っています。 

  また、家庭児童相談室も「子育て世代包括支援センター」内にあり、子どもの虐待や要保護
児童についても早期に適切な対応を行っています。 
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